
○余市町行政財産使用料条例 

平成２１年２月２４日 

条例第３号 

（趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２５条の規定に基づく行政財

産の使用料（以下「使用料」という。）については、別に定めるもののほか、こ

の条例の定めるところによる。 

（土地の使用料） 

第２条 土地の使用料は、当該土地の価額に使用許可を受けた面積を当該土地の面

積で除して得た数（小数点以下第５位の数は、これを四捨五入する。）を乗じて

得た額に１００分の４を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、その端数

を切り捨てた額）をその年額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものの使用料は、余市町道路占用

料徴収条例（昭和６０年余市町条例第１号）に規定する道路占用料の例による。 

（１） 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３２条第１項第１号から第６号

に掲げるもの 

（２） 道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号）第７条第１号に掲げるもの 

（建物の使用料） 

第３条 建物の使用料は、次に掲げる額を合算して得た額に当該使用許可面積を当

該建物の延べ面積で除して得た数（小数点以下第５位の数は、これを四捨五入す

る。）を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

をその年額とする。 

（１） 当該建物の価額に１００分の４を乗じて得た額 

（２） 当該建物の複成価格の１００分の８０に相当する額を別表１に定める耐

用年数で除して得た額 

（３） 当該建物の占める土地の価額に１００分の４を乗じて得た額（当該土地

が通常の賃借料を負担する借地の場合にあっては、当該土地の部分の賃借料の

年額） 

（土地又は建物の使用料の特例） 

第４条 前２条の規定にかかわらず、自動販売機を設置する場合の土地又は建物の

使用料は、別表２に定める額をその月額とする。ただし、季節的な要因等により

自動販売機が稼動しない期間がある場合の土地又は建物の使用料は、その期間に

ついて第２条第１項又は第３条の規定を適用するものとする。 

（土地及び建物以外の行政財産の使用料） 

第５条 土地及び建物以外の行政財産の使用料は、第２条第１項及び第３条の規定



に準じて算定した額とする。 

（使用面積） 

第６条 第２条第１項又は第３条の規定により土地又は建物の使用料を算出する場

合において、その使用許可に係る使用面積が１平方メートル未満であるときはこ

れを１平方メートルとみなし、その使用面積が１平方メートルを超えるときは実

際の面積をもって算出する。 

（使用料の月割計算等） 

第７条 使用料は、当該使用許可期間が１年に満たないとき又は１年に満たない期

間があるときは当該期間については月割計算により、その期間が１月に満たない

期間があるときは当該期間について日割計算により算定した額とする。ただし、

当該算定した額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 

（使用料の最低限度額） 

第８条 第２条第１項及び第３条から第５条までの規定により算出して得た１件の

使用料の額が１００円未満となる使用料は、これを１００円とする。 

（納付の時期） 

第９条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）

から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。 

２ 前項の規定にかかわらず、町長は、その使用期間等特別な事由があると認める

ときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。 

（使用料の還付） 

第１０条 町長は、使用者の責めによらない事由により行政財産の使用ができない

場合は、既に納付した使用料の全部又は一部を還付することができる。 

（使用料の減免） 

第１１条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減免す

ることができる。 

（費用の負担） 

第１２条 行政財産を使用させる場合において、電気、水道その他当該使用に係る

費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用を徴収するも

のとする。 

（規則への委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

（余市町都市公園条例の一部改正） 



２ 余市町都市公園条例（昭和４４年余市町条例第２０号）の一部を次のように改

正する。 

別表第２の３の令第１２条第７号及び第８号に掲げるものの項の次に次のよ

うに加える。 

屋内に設置する自動販売機 １台 １月につき ５，０００円

屋外に設置する自動販売機 １台 １月につき ４，０００円

別表第２の３の摘要を次のように改める。 

摘要 

１ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は

電話柱に設置する電線をいう。 

２ 自動販売機の占用料の算定については、余市町行政財産使用料条例

（平成２１年余市町条例第３号）に規定する自動販売機の使用料の例に

よる。 

（余市町都市公園条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ この条例による改正後の余市町都市公園条例の占用料に関する規定は、施行日

以後の占用に係る占用料について適用し、この条例の施行日前の占用に係る占用

料については、なお従前の例による。 

別表１（第３条関係） 

建物の耐用年数 

主要構造 耐用年数 

鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及びこれらに準ず

るもの 

６５年 

ブロック造、れんが造及びこれらに準ずるもの ５０年 

木造及び他の区分に該当しないもの ３０年 

別表２（第４条関係） 

自動販売機設置使用料 

区分 金額 

屋内に設置する自動販売機 １台につき ５，０００円 

屋外に設置する自動販売機 １台につき ４，０００円 

 


